
 

（ 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン  介 護 保 険 ）  

通所リハビリテーション重要事項説明書 
 １．事業者 
 

事 業 者 の 名 称 一般社団法人是真会 長崎リハビリテーション病院 

事業者の所在地 〒850-0854 長崎県長崎市銀屋町 4 番 11 号 

法人設立年月日 1950（昭和 25）年 3 月 20 日 

代 表 者 氏 名 代表理事 栗原 正紀 

電 話 番 号 ０９５－８１８－２００２ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０９５－８２１－１１８７ 

 

２．ご利用の事業所 
 

事 業 所 の 名 称 通所リハビリテーション 銀屋通り  

介 護 保 険 

指定事業所番号 
４２１０１２５４５８ 

事業所の所在地 〒850-0854 長崎市銀屋町 4 番 11 号 

管 理 者 の 氏 名 管理者 栗原 正紀 

電 話 番 号 ０９５－８１８－２２１２  

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０９５－８１８－３４５４   

事業所の通常の 

事 業 実 施 地 域 
長崎市（三和町・野母崎町・香焼町・琴海町・外海町・伊王島町・離島を除く） 

利 用 定 員 ４０名 

 

３．営業日および営業時間 

営 業 日 月曜日～金曜日（１２／３０～１／３を除く） 

営 業 時 間 ８：３０～１７：００ 

 

４．サービス提供時間 

サービス提供日 月曜日～金曜日（１２／３０～１／３を除く） 

サービス提供時間 ８：３０～１２：００、１３：００～１７：００ 

 

５．事業の目的 

  通所リハビリテーション 銀屋通り（以下「事業所」という。）の適正な運営を確保するため

に人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が要介護状態（介護予防通所リハビ

リテーションにあたっては要支援状態）にある高齢者に対し、適正な指定通所リハビリテーシ

ョン及び指定介護予防通所リハビリテーションを提供することを目的とする。 

 

 

 

 



 

６．運営の方針 

 １．指定通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の

特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学

療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能

の維持回復を図る。 

 ２．指定介護予防通所リハビリテーションの提供にあたっては事業所の従業者は要支援者が可

能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業

療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復

を図り、もって要支援者の生活機能の維持または向上を目指すものとする。 

 ３．事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、地域

の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるも

のとする。 

 

７．従業者の禁止行為 

  従業者はサービス提供にあたり、次の行為は行いません。 

 １．利用者又は家族もしくは代理人の金銭、預貯金通帳、証書などの預かり。 

 ２．利用者又は家族もしくは代理人からの金銭、物品、飲食の授受。 

 ３．身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合は除きます）。 

 ４．その他利用者又は家族もしくは代理人などに対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、

その他迷惑行為。 

 

８．利用者の留意事項、禁止行為 

 １．サービス提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介護

認定の有無及び有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があっ

た場合は速やかに当事業所にお知らせください。 

 ２．居宅介護支援事業所が作成する、「居宅介護サービス計画（ケアプラン）」に基づき、利用者

及びその家族又は代理人の意向を踏まえて、「通所リハビリテーション計画」を作成します。

なお、作成した「通所リハビリテーション計画」は、利用者または家族もしくは代理人に

内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします。 

３．サービス提供は「通所リハビリテーション計画」に基づいて行います。なお、「通所リハビ

リテーション計画」は、利用者などの心身の状況や意向等の変化により、必要に応じて変更

することができます。 

４．緊急やむを得ない場合を除き、サービス利用中の医療機関受診はできません。 

５．利用者は次の各項目に留意してサービスを受けなければなりません。 

  １）気分が悪くなった時はすみやかに申し出てください。 

  ２）従業者の指導・助言等がない限り、事業所に設置されている器械及び器具をみだりに利

用しないでください。 

  ３）共有の施設・設備はほかの利用者の迷惑にならないように利用してください。 

 

 

 

 

 

 



 

６．利用者はサービスを利用するにあたり、次の行為を行ってはいけません。 

  １）他の利用者及び職員に対し暴言・暴力・大声・脅迫・威嚇行為・セクハラ行為等でサー

ビス提供を妨げるもしくは安心してサービス利用を脅かす行為 

  ２）故意に建物・設備・機器等を汚染または破損する行為 

  ３）危険物や他人に危害を及ぼすもの又は可能性のあるものを持ち込む行為 

  ４）他の利用者又は職員に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

  ５）その他、他の利用者のサービス利用に支障をきたすと思われる行為 

 

９．職員の体制 
 

従 業 者 の 職 種  資 格 常勤（兼務） 非常勤（兼務） 

管理者 医師 １名(１名)  

所長 理学療法士 １名(0 名)      

サービス担当者 

医師 

看護師 

理学療法士 

作業療法士 

言語聴覚士 

介護福祉士 

歯科衛生士 

管理栄養士 

その他 

運転手 

事務職 

8 名(8 名) 

 

1 名(０名) 

2 名(0 名) 

 

3 名(0 名) 

 

 

 

７名(２名) 

１名 

4 名(４名) 

4 名(4 名) 

16 名(16 名) 

2 名(2 名) 

５名(５名) 

0 名(０名) 

１名(１名) 

5 名(5 名)  

１名(１名) 

 

 

１０．サービスの内容 

① 医師、看護師による定期的な診察と健康管理 

② 各専門職種による個別リハビリテーション 

③ 基本動作練習（歩行、階段昇降、立ち上がり動作など） 

④ 手段的日常生活動作練習（公共交通機関利用、家事動作、買い物など） 

⑤ 集団レクリエーション（集団体操、アクティビティ、手芸、革細工など） 

⑥ 生活場面での助言（自主練習の提案、歯磨き指導など） 

⑦ 環境調整（福祉用具利用・住宅改修に関する相談・受付） 

⑧ 介助指導（自宅内での介助方法助言） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１１．利用料および負担額 

 

1）要支援１・２の方 短時間通所リハビリテーション料 

 

区分 単位 

負担額

（円） 

目安：１割 

算定頻度 

要支援１ 2268 単位 2307 
１月につき 

要支援２ 4228 単位 4300 

 

加算の項目 単位 

負担額

（円） 

目安：１割 

算定頻度 

生活行為向上リハビリテーション実施加算 

（６か月以内算定） 
562 単位 572 

１月につき 

栄養アセスメント加算 50 単位 51 

栄養改善加算 200 単位 204 

口腔機能向上加算Ⅰ 150 単位 １５３ 

口腔機能向上加算Ⅱ 160 単位 １６3 

一体的サービス提供加算 480 単位 489 

若年性認知症受入加算 240 単位 244 

科学的介護推進体制加算 40 単位 41 

サービス提供体制強化加算Ⅰ 

要支援１ 

９０ 88 単位 

要支援２ 

１７９ 176 単位 

口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ 20 単位 21 6 月につき 

口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ 5 単位 5 

退院時共同指導加算 600 単位 610 1 回につき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2）要介護１～５の方 短時間通所リハビリテーション料 

 

 １～２時間 ２～３時間 算定頻度 

単位 

負担額（円） 

目安：１割 単位 

負担額（円） 

目安：１割 

要介護１ ３６９単位 ３７５ ３８３単位 ３９０ 

１日につき 

要介護２ ３９８単位 ４０５ ４３９単位 ４４７ 

要介護３ ４２９単位 ４３６ ４９８単位 ５０７ 

要介護４ ４５８単位 ４６６ ５５５単位 ５６５ 

要介護５ ４９１単位 ４９９ ６１２単位 ６２３ 

 

加算の項目 単位 

負担額

（円） 

目安：１割 

算定頻度 

理学療法士等体制強化加算 30 単位 ３１ 1 日につき 

リハビリテーションマネジメント加算 11 560 単位  ５７０ 

1 月につき 

リハビリテーションマネジメント加算 12 240 単位 ２４４ 

リハビリテーションマネジメント加算 21 593 単位 ６０３ 

リハビリテーションマネジメント加算 22 273 単位 ２７８ 

リハビリテーションマネジメント加算 31 793 単位 ８０７ 

リハビリテーションマネジメント加算 32 473 単位 ４８１ 

リハビリテーションマネジメント加算 ４ 270 単位 ２７５ 

短期集中個別リハビリテーション実施加算 110 単位 １１２ 

1 日につき 認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ 240 単位 ２４４ 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ 1920 単位 １９５３ 

生活行為向上リハビリテーション実施加算 1250 単位 １２７２ 1 月につき 

若年性認知症利用者受入加算 60 単位 ６１ 1 日につき 

栄養アセスメント加算 50 単位 ５１ 1 月につき 

栄養改善加算 200 単位 ２０４ 

月 2 回限度 口腔機能向上加算Ⅰ 150 単位 １５３ 

口腔機能向上加算Ⅱ 160 単位 １６３ 

口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ 20 単位 ２１ 
6 月につき 

口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ 5 単位 ５ 

科学的介護推進体制加算 40 単位 ４１ 1 月につき 

退院時共同指導加算 600 単位 610 1 回につき 

移行支援加算 12 単位 １３ 1 日につき 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22 単位 ２３ 1 日につき 

送迎減算 －47 単位 －４８ 片道につき 

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 所定単位数の 5.3％ 

 

※原爆手帳をお持ちの方、生活保護の方は公費負担制度がありますので、ご相談下さい。 

 

 



 

 

3）交通費 

サービス内容により、公共交通機関乗車の練習などに掛かる料金（スタッフ分含）はご負担い

ただきます。 

4）その他の料金 

 おむつ代・材料費などは別途資料をご覧ください。 

5）支払方法 

 毎月 13 日以降に、前月分の請求書を発行しますので、その月の末日までにお支払いください。

お支払方法は口座振替を原則としますが、別の支払い方法（現金、銀行振込）を希望される場

合はお申し出ください。現金でのお支払は在宅支援リハビリテーションセンターぎんや受付で

お願いします。領収書は入金確認後、発行いたします（医療費控除の還付請求の際に必要にな

ることがあります）。 

 

１２． サービスの終了 

① 利用者の都合でサービスを終了する場合 

１週間以上の予告期間をもってお申し出くだされば、いつでも終了できます。 

② 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させて頂く場合がありますが、この場合は

終了１か月前までに文書で通知するとともに、他のサービス事業者を紹介します。 

③ 自動的に終了する場合 

・利用者が介護保険施設や医療施設に長期入所または長期入院された場合 

・利用者の要介護認定区分が非該当(自立)と認定された場合 

・利用者が死亡された場合 

・最終利用日より１か月間を超え利用がない場合 

・事業者が介護保険事業の指定を取り消された、または破産した場合 

④ その他 

利用者またはそのご家族が当事業者または当事業者の従業者に対して、通所リハビリテーション

サービスを継続し難いほどの背信行為を行なわれた場合は、文書で通知することにより即座

にサービスの提供を終了させていただく場合があります。 

 

１３．個人情報の取扱いについて 

個人情報の使用に関しては、別紙「個人情報使用同意書」により、事業所が必要最小限の範囲で使

用することに同意をいただきます。 

また、当事業所と当事業所の従業者は個人情報の保護に関して契約しており、就業規則にも定めて

います。 

 

１４．サービス内容に関する苦情 

苦情等に対応する窓口・担当者を別紙「利用者からの苦情を処理するために講じる措置の概要」の

とおり常設し、円滑かつ迅速に対応します。 

 

１５．事故発生時の対応 

サービス提供により事故が発生した場合は、別紙「事故発生時対応マニュアル」に基づき、迅速に

対応します。 

 

 



 

利用者からの苦情を処理するために講じる措置の概要 

事業者 一般社団法人 是真会 

事業所 通所リハビリテーション 銀屋通り 

 
 

１ 苦情に対応する常設の窓口および担当者 

    1) 窓  口   通所リハビリテーション 銀屋通り 

    2) 担当者   田原 靖子 （理学療法士） 

    3) 連絡先   〒 ８５０－０８５４ 長崎市銀屋町４番１１号  

        電話番号 ８１８－２２１２   FAX ８１８－３４５４ 

２ 円滑かつ迅速に苦情を解決するための処理体制および手順（図１参照） 

1) 利用者の人格と権利を尊重し、傾聴・共感的理解に努めます。 

2) 原則として、書面(書式自由)による申し立てとします。必要に応じて、面接 

調査を行ないます。 

3) 書面による申し立てが困難な場合は、口頭による申し立てを認めます。ただし、 

この場合は、担当者が聞き取りに基づき書面作成を行ない、この書面を本人に 

対して読み上げるなどの確認可能な方法により、本人から確認を取ります。 

4) 申し立ては、次の手順に従って対応し、経過および結果に関する文書を作成します。 

① 通常業務として対応できる場合は、担当者が対応します。 

② 担当者レベルでの対応が困難な場合は、在宅支援統括部長が対応します。 

5) 申し立ての結果については、申し立て者に対して、文書で報告します。 

6) 申し立て者が国保連合会への苦情申し立てを希望する場合は、これを援助します。 

7) 申し立て者がサービス事業者に対する調査･改善結果の報告を希望する場合は、 

国保連合会にその旨連絡します。 

8) 国保連合会の調査に対して協力します。 

9) 市町の調査に対して協力します。 

 

 

 

 

 

 

関係機関等の相談窓口 

国保連合会（長崎県国民健康保険団体連合会）    ８２６－１５９９ 

高齢者すこやか支援課                ８２９－１１４６ 



 

センター長 松坂 誠應 （報告・相談） 

苦情相談担当者 

利用者（申し立て者） 

担当者 

 

田原 靖子 

(電話 818-2212) 

(FAX 818-3454) 

図１ 苦情処理の体制（流れ） 
 

 

 

              （対応）   申し立て     
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（結果） 

（結果） 

○ 申し立て者が国保連合会への苦情申し立てを希望する場合は、 

これを援助します。 

○ 申し立て者がサービス事業者に対する調査・改善結果の報告を希望

する場合は、国保連合会にその旨連絡します。 

○ 国保連合会の調査に対して協力します。 

○ 市町の調査に対して協力します。 

すべてのレベルにおいて、対応(処理)の経過および結果を 

所定の用紙に記録します。 

関係機関等の相談窓口 

◇ 国保連合会          ８２６－１５９９ 

◇ 長崎市高齢者すこやか支援課 ８２９－１１４６ 



 

事故発生時対応マニュアル 

 

事業者 一般社団法人 是真会 

事業所 通所リハビリテーション 銀屋通り 

 
 

通所リハビリテーションサービスの提供により事故が発生した場合は、下記のとおり

対応し、必要な措置を講じます。 

 

１．サービス担当者 

1）人身事故 

通所リハビリテーションサービスの提供時に、利用者等に人身的な事故が発生した

場合は、直ちに主治医に連絡し、主治医の指示に従って、応急処置や救急隊等への連

絡を行ないます。 

また、速やかに、利用者のご家族への連絡・事業所への連絡を行うとともに、必要な措

置を講じます。 

2）物損事故 

通所リハビリテーションサービスの提供時に物損事故が発生した場合は、速やかに

利用者のご家族への連絡・事業所への連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 

２．事業所 

1）サービス担当者からの連絡を受け、当事業所の責任者が対応いたします。 

責任者は、状況に応じて、利用者がお住まいの市町や関係機関に連絡いたします。        

2）責任者は事故の状況等を医療安全委員会に報告するとともに、事故の原因を究明

し、再発防止に努めます。 

3）事故の状況及び講じた措置等を事故報告書に記録し、事故処理の完結の日から 

   ２年間保存いたします。 

 

３．事業者 

1）通所リハビリテーションサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、

速やかに、損害を賠償いたします。 

2）事故の原因を究明し、再発防止に努めます。 

 

 

 

 

 



 

（ 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン  介 護 保 険 ）  

居 宅 サ ー ビ ス 契 約 書  
      様 （ 以 下 、 利 用 者 ） と 一 般 社 団 法 人 是 真 会  通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ

ョ ン  銀 屋 通 り（ 以 下 、事 業 者 ）は 事 業 者 が 利 用 者 に 対 し て 行 う 居 宅 サ ー ビ ス に つ

い て 、 別 紙 重 要 事 項 説 明 書 の 説 明 ・ 交 付 を 受 け 、 下 記 の と お り 契 約 を 締 結 し ま す 。 

 

第１条（契約の目的） 
１ 事業者は、介護保険法等の関係法令の趣旨に従い、利用者に対し、可能な限りその居宅において、その

有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、介護給付の対象となる通所リハビリテー

ションサービスを提供します。 

２ サービスの内容は、別紙１に記載したとおりです。 

３ サービスの内容を変更する場合は、変更する内容等の必要事項を記載した｢サービス内容等変更合意

書｣を作成し、利用者および事業者の双方が記名押印するものとします。 

 

第２条（契約期間） 
１ この契約の有効期間は、令和 6 年   月   日から利用者の要介護認定または要支援認定の有効

期間満了日までとします。 

２ 契約満了の７日前までに、利用者から事業者に対して契約終了の申し出がない場合、この契約は自動

的に更新されるものとします。 

 

第３条（個別サービス計画等） 
１ 事業者は、利用者の日常生活の状況およびその意向を踏まえて、居宅介護支援事業者が作成した利

用者の居宅サービス計画（以下、｢ケアプラン｣という。）に沿って、個別サービス計画（以下、｢サービ

ス計画｣という。）を作成し、これに従って計画的にサービスを提供します。｢サービス計画｣を作成した

場合は、利用者に説明の上、提出します。 

２ 事業者は、利用者がサービス内容や提供方法等の変更を希望する場合で、その変更がケアプランの

範囲内で可能なときは、速やかにサービス計画の変更等の対応を行ないます。 

３ 事業者は、利用者がケアプランの変更を希望する場合は、速やかに居宅介護支援事業者への連絡調整

等の援助を行ないます。 

 

第４条（サービス提供の記録等） 
事業者は、｢サービス提供記録書｣等の記録を作成し、完了後５年間は適正に保存し、利用者の求めに

応じて閲覧に供し、又は実費負担によりコピーを交付することも可能です。 

 

第５条（緊急時の対応） 
事業者は、現にサービスの提供を行っているときに、利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な

場合は、速やかに主治医又は歯科医師に連絡を取るなど必要な措置を講じます。 

 

第６条 (利用者負担金および滞納) 
１ サービスに対する利用者負担金は、別紙に記載するとおりとします。 

なお、利用者負担金は、関係法令に基づいて定められるため、契約期間中に関係法令が改定された場合

には、改定後の金額を適用するものとします。 

２ 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を３ヶ月分以上滞納した場合には、事業

者は１ヶ月以上の期間を定めて通知し、期間満了までに支払わない場合には、契約を解除する旨の催告をす

ることができます。 

３ 前項の催告をしたときは、事業者は、ケアプランを作成した居宅介護支援事業者と協議し、利用者の

日常生活を維持する見地から、ケアプランの変更・介護保険外の公的サービスの利用等について、必

要な調整を行なうよう要請するものとします。 

４ 事業者は、前項に定める協議等の努力を行ない、かつ第２項に定める期間が満了した場合には文書でする

ことにより、この契約を解除することができます。 

 



 

第７条（利用者負担金及びその変更） 
１ 利用者は、サービスの対価として「説明書」の記載に従い、利用者負担金を支払います。 

２ 利用者負担金のうち関係法令に基づいて定められたものが、契約期間中に変更となった場合、関係法

令に従って改定後の利用者負担金が適用されます。その際には、事業者は利用者に説明します。 

 

第８条（利用者の解約権） 
  利用者は、事業者に対しいつでも１週間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。 

ただし、文書による申し出の場合に限り、いつでも解除することができます。 
 

第９条 (事業者の解除権) 
事業者は、利用者の著しい背信行為により契約を継続することが困難となった場合は、その理由を記載

した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。この場合事業者は、ケアプランを作

成した居宅介護支援事業者にその旨を連絡します。 
 

第１０条 (契約の終了) 
１ 次のいずれかの事由が発生した場合は、この契約は終了するものとします。 

1) 第５条の規定により、事業者から契約解除の意思表示がなされたとき 

   2) 第６条の規定により、利用者から解約の意思表示がなされ、かつ予告期間が満了したとき 

   3) 第７条の規定により、事業者から契約解除の意思表示がなされたとき 

   4) 次の理由で利用者にサービスを提供できなくなったとき 

      ① 利用者が介護保険施設や医療施設に長期入所または長期入院した 

      ② 利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定された 

   ③ 最終利用日より 1 か月を超え利用がない場合 

      ④ 利用者が死亡した 

      ⑤ 事業者が介護保険事業の指定を取り消された、または破産した 
 

第１１条（秘密保持） 
１ 事業者は、業務上知り得た利用者およびその家族に関する秘密および個人情報については、利用者ま

たは第三者の生命・身体等に危険があるなど正当な理由がある場合を除いて、第三者に漏らすことはあ

りません。この秘密保持は、契約終了後も同様です。 

２ 事業者は、あらかじめ利用者から文書による同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず、サービス

担当者会議等一定の条件の下で、当該利用者の個人情報を利用できるものとします。 
 

第１２条（賠償責任） 
１ 事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損

害を賠償します。ただし、事業者の責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りではありません。 

２ 利用者は故意または過失もしくは、この契約上の利用者の義務に反して職員又は他の利用者の生命・

身体・財産に損害を与えた場合はその損害賠償責任を負います。 
 

第１３条 (相談・苦情) 
１ 利用者は、提供されたサービスに苦情がある場合には、事業者・居宅介護支援事業者・市町または国

民健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。 

２ 事業者は、利用者からの相談・苦情等に対応する窓口を設置し、提供したサービスに関する利用者の

相談・苦情等に対し、迅速かつ誠実に対応します。 

３ 事業者は、利用者が苦情申し立てを行なったことを理由として、何らかの不利益な取り扱いをすることは

ありません。 
 

第１４条（裁判管轄） 
 この契約に関する紛争の訴えは、本件事業所の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意

します。 

第１５条 (この契約に定めのない事項) 
この契約及び介護保険法その他の関係法令に定めのない事項については、関係諸法令の趣旨を尊重して

利用者と事業者との協議により定めます。 



 

個人情報同意書 
私（利用者及びその家族）の個人情報については、次に記載するところにより、必要最小限の範囲内で使用する

ことに同意します。 

記 

１．個人情報の目的 

  （１）医療・介護サービスの提供 

     ・ご利用者様のご要望、病歴、生活歴、家族構成、心身に関する測定結果、医学的所見、それらに対

する従事者の所見等の個人情報は、ご利用者への医療・介護サービス提供の目的で使用します。 

     ・医療・介護の質の向上や安全確保、医療・介護事故の未然防止のための分析や報告に利用します。 

     ・医療・介護サービスに関わる業務管理のための基礎資料として利用します。 

  （２）医療・介護・福祉サービス関係者との連携 

     ・ご利用者のためのサービス担当者会議、居宅介護支援専門員と事業者の連絡調整等に利用します。 

     ・ご利用者が継続的に適切な医療・介護・福祉サービスを受けることができるように、外部の病院、

診療所、各種介護・福祉事業所および施設と相互に情報交換をいたします。 

     ・利用者が参加して実施する会議等、他事業所との情報交換の際は、動画やテレビ電話等も活用して

実施します。 

  （３）病状・治療経過等の説明 

     ・ご利用者および了解を得たご家族等に対して病状や治療経過等について説明を行うために利用し

ます。 

  （４）審査・支払機関へのレセプト提出 

  （５）保険者・行政機関への相談・届出・照会への回答 

  （６）学生などへの実習・研修への協力 

  （７）学会・研究、事例検討会での活用 

     ・医療・介護の質的、量的な改善・進展を目的とした事例検討会や学会・研究会活動に利用します。

この際には、個人が特定されることのないようにいたします。 

  （８）当法人における在宅サービスや業務の維持改善への活用 

  （９）地域活動（研修会、健康教室、交流会、通いの場、委託事業）への活用 

  （１０）広報活動（広報誌、ホームページ、リクルート）への活用 

  （１１）その他 

     ・賠償責任保険などに係わる医療に関する専門の団体、保険会社などへの相談または届出等に利用

します。 

     ・医療・介護サービスの質の向上・安全確保・医療事故対応および未然防止のために第三者機関への

相談・報告に利用します。 

    上記のうち、（９）,（１０）につきましては、写真や動画といった画像素材を活用する場合があります。 

    この場合は、個人が特定できないようにします。 

 

２．条件 

  （１）個人情報の提供は必要最小限とし、提供に当たっては関係機関以外に漏れる事の無いように細心の注

意を払う事。 

  （２）個人情報及びその秘密の保持については、契約期間はもちろんのこと、契約終了後も漏れる事のない

ようにすること。 

  （３）事業者においては、その職員が業務中及び退職後も関係する秘密については保持する事。 

上記１，２について、私の申し出によって、同意を解消することができるものとする。 

 



 

上記のとおり重要事項の確認、契約締結、個人情報の同意が成立しましたので、2 通を作成し、

各 1 通を保有します。 

 

契約締結日     令和     年     月     日  

                

契約者氏名(利 用 者) 

 

住    所：                                  

 

電    話：                                

 

氏  名：                                

 

 

（署名代行者） 

    私は、本人の意思を確認し、本人に代わり上記署名を行いました。 

 

住    所：    

 

電    話： 

 

氏    名                                （本人との関係）       

 

（事 業 者） 

所  在  地   ： 〒 850-0854  長崎市銀屋町 4 番１１号 

事 業 者 名  ： 一般社団法人 是真会 

           通所リハビリテーション 銀屋通り 

  代表理事  栗原 正紀         

電     話  ： ０９５－８１８－２００２ 

介護保険指定番号 ： 4210125458 

説  明  者  ：  


